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英国を出国前にする事

1） 引越し業者に費用の見積もり依頼（船便・航空便）、予約、引越し荷物の梱包・搬出

2） 帰国のフライトの予約

3） 前泊・前々泊のホテルの予約

4） 家の賃貸契約の解約・インベントリーチェック、又は家の売却（Estate Agentとの契

約・売却価格の設定）

5） 耐久消費財の売却（車、家具、ダイニングテーブル、ソファ、ベッド、テレビetc)
6） 各種サービスの解約（電気・ガス・水道・固定電話・携帯電話・インターネット・TV 
Licence）
7） Local Councilへの転出届（Council Taxの支払い停止）

8） 大使館へ転出届の提出

9） 銀行口座・クレジットカード解約、又は住所変更の連絡

10） 各種会員の契約解除（ジム・サークル・英国日本人会等）
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英国を出国前にする事

11） Post Officeに郵便物の日本の住所への転送依頼

12） 英国でお世話になった方への挨拶

13） 日本に到着後の仮住まいのホテルの予約

14） 日本の方々へのお土産の購入
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日本に到着後、（或いは事前に）する事

1） 居住地の選定（賃貸、既所有、新規購入、又は老人ホームへの入居）

2） 各種サービスの手続き（電気・水道・ガス・固定電話・携帯電話・インターネット・NHK
テレビ視聴料）

3） 日本の銀行口座の新規開設（又は既所有の住所変更）

4） 日本のクレジットカードの手配（又は既所有のカードの住所変更）

5） 日本の居住地の役所に転入届の提出（義務）

6） 健康保険・介護保険への加入（義務）

7） マイナンバー（自動）・マイナンバーカード（任意）の取得

8） 英国からの引越し荷物の受け取り（航空便・船便）

9） 英国・日本の年金事務所への住所変更、及び年金の受け取り口座変更の通知

10） 英国HMRCへ住所変更の通知（Tax Return）
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補足情報

1．英国の日系引越し業者

2．英国公的年金（State Pension)
3．Post Officeにレターの転送依頼

4．日本の年金の住所変更届け出

5．日本の年金の受け取り銀行口座変更の届け出

6．英国HMRCへの住所変更届け出

7．英国でのTax Return (確定申告）

8．日本の住民税・社会保険料・所得税

9．英国・日本での不動産譲渡所得税

10. 英国から日本への資産の移動

11.  身元保証
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補足情報１．英国の日系引越し業者

NIPPON EXPRESS (U.K.)LTD Removals Division
Heathrow 360, 2 Millington Road, Hayes, Middlesex 
UB3 4AZ
Tel : 020 8737 4200
https://www.nipponexpress.com/moving/uk
Email : lrm.sales@neeur.com

Koyanagi Worldwide
c/o ICM Gerson Ltd, The Heights East, Cranborne 
Road, Potters Bar, Herts, EN6 3JN
Tel : 0845 009 3325
https://www.koyanagiworldwide.com

https://www.nipponexpress.com/moving/uk
https://www.koyanagiworldwie.com/
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補足情報１．英国の日系引越し業者

Yamato Transport Europe B.V.
Unit 9, Waverley Industrial Park, Hailsham Drive, 
Harrow, Middlesex HA1 4TR
Tel : 020 8427 3538
https://www.yamatoeurope.com/japanese
Email : removals.uk@yamatoeurope.com

Sakai Kuwahara Moving Service UK Ltd
Unit 7 Endsleigh Industrial Estate, Endsleigh Road, 
Southall UB2 5QR
Tel : 020 8843 1843
https://sakaieurope.com/london
Email : london@sakaieurope.com

https://www.yamatoeurope.com/japanese
https://sakaieurope.com/london


8

補足情報 2．英国公的年金（State Pension）

住所変更の届け出先（電話かレターでのみ受け付け）

Pension Service
Tel : 0800 731 0469 Monday to Friday 9:30am – 3:30pm

又はInternational Pension Centre(IPC)
Tel : +44 (0) 191 218 7777 Monday to Friday : 9:30am – 3:30pm

The Pension Service 11
Mail Handling Site A, Wolverhampton
WV98 1LW
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補足情報 2．英国公的年金（State Pension）

＊英国公的年金 (State Pension)は英国、又は日本の銀行で受け取り可。

＊英国の銀行で受け取る場合は￡、日本の銀行で受け取る場合は円に換算。

（送金時の換算レートによって年金額は異なる。）

＊年金は毎年の英国のインフレ率によって増額され、EEA (European Economic Area)、
Switzerland、及び他の英国との社会保障協定締結国には同じルールが適用。

しかし、英国と日本はその社会保障協定を締結しておらず、そのルールは適用されず、

毎年のインフレ率連動の年金の増額は無し。 （次ページ参照） 
＊英国は日本と租税条約を締結しており、日本の居住者は英国の年金を英国HMRC
への申告・納税義務は無く、日本で申告・納税する義務あり。
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補足情報 2．英国公的年金（State Pension）

EEA countries (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, 
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden) and Switzerland

Countries the UK has a social security agreement with 
Barbados, Bermuda, Bosnia-Herzegovina, Gibraltar, Guernsey, the Isle of Man, Israel, 
Jamaica, Jersey, Kosovo, Mauritius, Montenegro, North Macedonia, Philippines, Serbia, 
Turkey, USA

Japan is not 
included !!!

https://www.gov.uk/government/publications/state-pensions-annual-increases-if-you-live-abroad/countries-where-we-pay-an-annual-increase-in-the-state-pension
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補足情報 3．Post Officeにレターの転送依頼

期間 ： 3, 6 or 12か月

費用 : （EU外の海外住所）

￡120.99 (3ヶ月）、￡173.99 (6か月）、￡249.99 （12か月）

追加の宛名 ￡23.00(3ヶ月）、￡25.00 (6か月）、￡27.00(12か月）

https://www.royalmail.com/redirection
Online, 又は最寄りのPost Officeで手続き可

https://www.royalmail.com/redirection
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補足情報 4．日本の年金の住所変更届け出

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html
日本年金機構（又は最寄りの年金事務所）に年金受給権者住所変更届を提出
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補足情報 5．日本の年金の受け取り銀行口座変更の届け出

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html
日本年金機構（又は最寄りの年金事務所）に受取機関変更届を提出



補足情報 6．英国HMRCへの住所変更届け出

住所変更をHMRCに事前に連絡は出来ない。

実際に住所変更後にHMRCに連絡する事。

以下のHMRCのサイトに登録し、住所変更可。

https://www.gov.uk/government/organisations
/hm-revenue-customs/contact

或いは次回のTax Returnの際に、HMRCに住所

変更の連絡をしても良い。

14

https://www.go.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact
https://www.go.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact
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補足情報 7．英国でのTax Return （確定申告）

英国の税年度は毎年4月6日から翌年の4月5日まで。
（Personal Tax Allowance ￡12,570)

英国居住日数 183日未満
（10月4日以前に出国）

183日以上
（10月5日以降に出国）

英国でのTax 
Status

Non UK Tax Resident UK Tax Resident

英国HMRCへの
申告範囲

英国源泉の収入のみ
（外国源泉の収入は申告不要）

英国源泉の収入
＋

外国源泉の収入

注） 10月4日以前に出国した場合でも、HMRCにその旨レターを書いてその年度以降英国のTax 
Residentで無い事を事前に伝える事を勧める。さもないと、Tax Returnを期限までに提出しなかったとし
て罰金支払いの督促状を受ける可能性有り。
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補足情報 7．英国でのTax Return （確定申告）

4月6日 4月5日10月4日

183日未満居住（英国税法上非居住者）

183日以上居住（英国税法上居住者）

居住期間中の英国源泉の収入のみ申告
外国源泉の収入は申告不要

居住期間中の英国源泉 + 外国源泉の収入を申告

Personal Tax Allowance
￡12,570
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補足情報 8．日本の転入届

日本に本帰国すると、居住を定めてから14日以内にその場所の役所に転入届を提出

（必要書類）

＊パスポート（転入者全員分・コピー不可）

＊戸籍謄本又は抄本（日本国籍者）

＊戸籍の附票（日本国籍者）

＊在留カード（外国籍者）又は特別永住者証明書（該当者）

＊委任状（代理人による届け出の場合）
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補足情報 9．日本の住民税・社会保険料・所得税

日本に本帰国し、転入届・住民登録をすると、日本の住民税・社会保険料・所得税等

を支払い義務有り

＊住居を定めた後二週間以内に居住地の市区町村役所に転入届・住民登録

＊住民登録するとマイナンバーが自動的に付与、マイナンバーカードは任意

＊社会保険料（健康保険・40歳以上の介護保険・20歳～60歳の国民年金保険）は住

民登録の翌月から支払い

＊住民税（都道府県税・市区町村税）は1月～12月の所得に応じて翌年6月に支払い

＊所得税は1月～12月の所得に応じて翌年2月16日～3月15日に確定申告・納税
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補足情報 9．日本の住民税・社会保険料・所得税

英国 日本

税年度 4月6日～4月5日 1月1日～12月31日
確定申告
期間

（書類）10月31日まで
（Online）翌年1月31日まで

翌年2月16日～3月15日

住民税 居住地
（家のA～Hの8区分による）

1月1日の住民登録地
（前年1月1日～12月31日の所得による）

住民税支払
時期

毎月分割払い 6月～5月分割後払い

社会保険料 NI Contribution
66歳まで（66歳以降は無料）

健康保険（終身)、介護保険（40歳から）、
年金保険（20歳～60歳）
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補足情報 10．英国・日本での不動産譲渡所得税

＊英国の居住者である内に英国の自宅を売却すれば、その売却益に対して英国で

も日本でも税金はかからない。

＊英国に居る内に英国の家が売れずに日本に帰国し、英国の非居住者・日本の居

住者となってから英国の家を売却すると、その売却益に対して英国でも、そして日

本でも課税される可能性がある。

＊その場合、英国で支払った税金は日本の税金から控除される。
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補足情報 10．英国・日本での不動産譲渡所得税

英国居住者が英国の居住用住居を
売却した場合

日本居住者（英国の非居住者）が英国の居住用住居
を売却した場合

英国不動産
譲渡所得税

非課税
HMRCに申告する必要無し。
（Private Residence Relief)

課税・非課税

譲渡後30日以内にHMRCに申告する事。

申告遅れの場合は罰則有り。

日本不動産
譲渡所得税

適用外 課税・非課税
家に住まなくなってから3年以内に売る場合、そ

の売却益3,000万円までは非課税。3,000
万円を超えた分に対して、所有期間5年以下は

39.63%、5年を超える場合は20.315%課税。

Private Residence Relief
＊本人の主要な居住用住宅として所有されている事。
＊他人に賃貸していない事。
＊商用で無い事。
＊土地・建物が5,000m2以下である事。
＊投資目的で無い事。
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補足情報 11．英国から日本への資産の移動

＊英国の銀行から日本の銀行に高額の送金するのは、

一度にするか、リスク分散の為数回に分けるかは本人

次第。

＊念の為銀行に確認した所、必要な情報は、IBAN・
SWIFT Code・name and address of beneficiary. 金額の

多寡に拘わらず送金のセキュリティは一緒との事。数

回に分けて送金するとその分送金手数料が掛かる。
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補足情報 12．身元保証

＊日本で賃貸住宅・老人ホーム・入院する場合、身元保証人を求

められる場合が多い。（90％以上）

＊身元保証人は、本人が入居費・入院費不払い時の補償、入院時

の治療方針（手術・延命措置等）、本人死亡時の遺品・遺体の引き

受け等。

＊保証人は通常就労中で定期収入の有る人。年金生活者は不可。

＊本人に家族・親戚・知人等で身元保証人を確保できない場合、

民間の身元保証団体・自治体（社会福祉協議会）・NPOの身元保証

サービスも有り。（契約金は数十万円～百数十万円）

＊詳細は終活ウェブ > エンディングサービスのページを参照。

http://shukatsuweb.net/%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9
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では日本での新しい生活を楽しんで下さい。
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